
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

行

政

改

革

推

進

室

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

指

定

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

種

畜

証

明

書

の

書

換

交

付

畜

産

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

平成２９年９月２６日 第１１９２６号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

第
三
条
第
二
項
中
「
翌
日
」
を
「
日
の
翌
日
」
に
改
め
る
。

第
条

第
２

項
第

条
第

３
項

第
条

の
６

第
２

項
合

併
吸

別
表
本
庁
共
通
の
部
中

の
項
を

の
項
と
し
、
６
の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
部
５
の
項
中
「

4
9

」
を
「

5
0

5
4

」
に

「

」
を
「

、

13

15

12

，

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
６
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

収
合

併
又

は
新

設
合

併

日
５

日
７

社
会

福
祉

法
第

条
の

２
第

１
項

第
条

の
３

第
１

項
第

社
会

福
祉

充
実

計
画

の
承

認
又

は
そ

の
変

更
若

し
5
5

5
5

5
5

2
5

，
，

条
の

４
く

は
終

了
の

承
認

別
表
本
庁
共
通
の
部
中
４
の
項
を
５
の
項
と
し
、
同
部
３
の
項
中
「

4
3

」
を
「

4
5

3
6

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
４
の
項
と
し
、
同
部
２
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

第
１

項
第

条
の

第
２

項

３
社

会
福

祉
法

第
条

の
９

第
５

項
評

議
員

会
の

招
集

の
許

可
日

５
日

4
5

2
5

日
日

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
等

並
び

に
認

定
特

定
非

営
利

活
動

法
人

認
定

特
定

非
営

別
表
県
民
生
活
部
の
部
県
民
生
活
交
通
課
の
項
２
中
「1

2
0

」
を
「9

0
」
に
改
め
、
同
項
５
中
「

」
を
「

」
に

「
、

，
，

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
６
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

利
活

動
法

人
の

及
び

仮
認

定
仮

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
等

特
例

認
定

及
び

特
例

認
定

特
定

非
営

利
活

動
法

人
，

又
は

生
態

系
に

係
る

被
害

の
防

止
の

目
的

鳥
獣

の
保

護
又

は
管

理
の

目
的

等
温

泉
ゆ

う
出

目
的

温
泉

湧
出

目

別
表
環
境
文
化
部
の
部
自
然
環
境
課
の
項
１
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
３
及
び
４
中
「

」
を
「

，

」
に
改
め
、
同
項
５
及
び
６
中
「

1
1

」
の
次
に
「

」
を
加
え

「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
７
か
ら

ま

的
第

条
第

２
項

第
３

項
温

泉
ゆ

う
出

目
的

温
泉

湧
出

目
的

温
泉

ゆ
う

出
路

温
泉

湧
出

路

、

、

，

10

で
の
規
定
中
「

1
1

」
の
次
に
「

」
を
加
え

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

及
び

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

か
ら

第
条

第
２

項
第

３
項

温
泉

ゆ
う

出
目

的
温

泉
湧

出
目

的
温

泉
ゆ

う
出

路
温

泉
湧

出
路

、

，

13

14

39

42

ま
で
の
規
定
中
「

1
0

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
７

条
第

４
項

第
号

第
７

条
第

４
項

第
９

号

第
７

条
第

条
社

会
福

祉
士

及
び

介
護

福
祉

士
法

等
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
平

成
年

法
律

第
号

第
３

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
後

の
社

会
福

祉

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
保
健
福
祉
課
の
項

中
「

3
9

（

1
9

1
2
5

）

12

，
，

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

4
0

」
を
「

4
0

」
に
改
め
る
。

士
及

び
介

護
福

祉
士

法
第

７
条

第
２

号
第

３
号

第
条

第
２

項
第

２
号

第
条

第
２

項
第

５
号

，
，

13

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
医
療
推
進
課
の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
八
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

1
4

」
を
「

2
0

」
に
改
め
、

区
域

の
区

域
区

域
第

条
第

条
第

１
号

15

75

83

33

74

32

同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
八
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

32

40

31

39

28

30

27
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医
療

法
第

条
第

１
項

第
条

の
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
の

認
定

及
び

解
散

の
認

7
0

7
0

1
5

，

可
岡

山
市

及
び

倉
敷

市
の

区
域

以
外

の
区

域
に

日
５

日
2
8

（

1
2
0

）

係
る

も
の

日
５

日
2
9

1
2
0

医
療

法
第

条
第

１
項

第
条

の
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
の

認
定

及
び

解
散

の
認

70
7
0

1
5

，

（

）

可
岡

山
市

及
び

倉
敷

市
の

区
域

に
係

る
も

の

医
療

法
第

条
の

８
第

３
項

病
院

の
開

設
等

が
医

療
連

携
推

進
業

務
の

実
施

に
7
0

支
障

の
な

い
こ

と
に

つ
い

て
の

確
認

岡
山

市
及

日
５

日
3
0

（

1
20

）

び
倉

敷
市

の
区

域
以

外
の

区
域

に
係

る
も

の

医
療

法
第

条
の

８
第

３
項

病
院

の
開

設
等

が
医

療
連

携
推

進
業

務
の

実
施

に
7
0

支
障

の
な

い
こ

と
に

つ
い

て
の

確
認

岡
山

市
及

日
５

日
3
1

（

1
2
0

）

び
倉

敷
市

の
区

域
に

係
る

も
の

医
療

法
第

条
の

第
１

項
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
の

定
款

の
変

更
の

認
可

70
1
8

岡
山

市
及

び
倉

敷
市

の
区

域
以

外
の

区
域

に
係

日
５

日
3
2

（
1
20

）
る

も
の

日
５

日
3
3

1
2
0

医
療

法
第

条
の

第
１

項
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
の

定
款

の
変

更
の

認
可

7
0

1
8

（

）

岡
山

市
及

び
倉

敷
市

の
区

域
に

係
る

も
の

医
療

法
第

条
の

第
１

項
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
の

代
表

理
事

の
選

定
又

7
0

1
9

は
解

職
の

認
可

岡
山

市
及

び
倉

敷
市

の
区

域
以

日
５

日
3
4

（

1
2
0
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）

外
の

区
域

に
係

る
も

の

医
療

法
第

条
の

第
１

項
地

域
医

療
連

携
推

進
法

人
の

代
表

理
事

の
選

定
又

7
0

19

は
解

職
の

認
可

岡
山

市
及

び
倉

敷
市

の
区

域
に

日
５

日
3
5

（

1
2
0

）

係
る

も
の

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
子
ど
も
未
来
課
の
項
２
及
び
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

認
定

こ
ど

も
園

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
を

（

，

２
推

進
に

関
す

る
法

律
平

成
年

法
律

第
号

第
３

条
除

く
の

認
定

倉
敷

市
の

区
域

以
外

の
区

域
日

日
（

1
8

7
7

）

）

（

3
0

1
0

。

）

に
係

る
も

の

就
学

前
の

子
ど

も
に

関
す

る
教

育
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

認
定

こ
ど

も
園

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
に

（

，

３
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
限

る
の

設
置

の
認

可
岡

山
市

及
び

倉
敷

市
日

日
1
7

）

（

3
0

1
0

。

）

の
区

域
以

外
の

区
域

に
係

る
も

の

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
子
ど
も
未
来
課
の
項
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
し
、
７
及
び
８
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

子
ど

も
児

童
福

祉
法

第
条

第
４

項
児

童
福

祉
施

設
助

産
施

設
乳

児
院

母
子

生
3
5

（

，
，

家
庭

課
活

支
援

施
設

児
童

養
護

施
設

児
童

心
理

治
療

，
，

１
施

設
児

童
自

立
支

援
施

設
及

び
児

童
家

庭
支

援
日

2
0

，

セ
ン

タ
に

限
る

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

。

ー

じ
の

設
置

の
認

可

。）

２
児

童
福

祉
法

第
条

第
項

児
童

福
祉

施
設

の
廃

止
又

は
休

止
の

承
認

日
35

1
2

2
0
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３
児

童
扶

養
手

当
法

昭
和

年
法

律
第

号
第

６
条

手
当

の
受

給
資

格
及

び
手

当
額

の
認

定
日

３
日

４
日

（

3
6

2
3
8

）

5
0

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
障
害
福
祉
課
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
五
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中
９
を

と

第
７

条
第

１
項

第
２

項
第

７
条

14

19

11

13

10

，

10

15

14

し
、
８
を

と
し
、
７
を
９
と
し
、
同
９
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

13

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
指

定
障

害
福

祉
サ

ビ
ス

事
業

者
の

指
定

並
び

に
ー

の
法

律
平

成
年

法
律

第
号

第
条

第
条

第
指

定
の

変
更

及
び

更
新

日
５

日
1
0

（
1
7

1
2
3

）

2
9

3
7

4
1

2
6

，
，

条

日
５

日
1
1

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
指

定
障

害
者

支
援

施
設

の
指

定
並

び
に

指
定

の
変

2
6

の
法

律
第

条
第

条
第

条
更

及
び

更
新

2
9

3
9

4
1

，
，

日
５

日
1
2

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
指

定
一

般
相

談
支

援
事

業
者

の
指

定
及

び
指

定
の

2
6

の
法

律
第

条
の

第
条

の
更

新
5
1

1
4

5
1

2
1

，

「

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
障
害
福
祉
課
の
項
中
６
を
８
と
し
、
３
か
ら
５
ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
２
中
「

35

」
を
「

3
5

1
2

」
に
、

2
0

を

第
条

第
７

項
第

条
第

項
日

」

「

2
0

に
改
め
、
同
２
を
同
項
４
と
し
、
同
項
１
中
「

」
を
「

）

」
に
、

日
５

日
の

設
置

障
害

児
に

関
す

る
施

設
に

限
る

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
の

設
置

（

。

。

」

「

「

2
0

を

2
0

に
改
め
、
同
１
を
同
項
３
と
し
、
同
３
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
日

５
日

」

」
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１
日

５
日

児
童

福
祉

法
第

条
の

５
の

３
第

条
の

５
の

指
定

障
害

児
通

所
支

援
事

業
者

の
指

定
及

び
指

定
2
1

2
1

1
6

2
6

，

の
更

新

２
児

童
福

祉
法

第
条

の
２

第
条

の
指

定
障

害
児

入
所

施
設

の
指

定
及

び
指

定
の

更
新

日
５

日
2
4

2
4

1
0

2
6

，

別
表
保
健
福
祉
部
の
部
長
寿
社
会
課
の
項

中
「
）

7
0

」
を
「
）

4
1

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

7
9

」
を
「

4
6

」
に
、

第
条

第
条

指
定

の
更

新
指

定
の

並
び

に
指

定
の

更
新

及
び

第
条

第
条

、

10

，
，

11

，
，

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

8
6

」
を
「

4
8

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

1
1
5

」
を
「

5
3

」
に

「

」
を
「

」

指
定

及
び

指
定

第
条

第
条

指
定

及
び

指
定

第
条

の
２

第
条

指
定

及
び

指
定

、

、

，

12

，
，

，

14

，

に
改
め
、
同
項

中
「

6
9

」
を
「

6
9

」
に
改
め
る
。

第
条

の
３

第
１

項
第

条
の

３

16

別
表
産
業
労
働
部
の
部
産
業
企
画
課
の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

適
正

計
量

管
理

事
務

所
適

正
計

量
管

理
事

業
所

12

別
表
産
業
労
働
部
の
部
産
業
振
興
課
の
項
中
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
１

中
小

企
業

等
経

営
強

化
法

施
行

規
則

平
成

年
通

商
産

業
省

令
特

定
新

規
中

小
企

業
者

に
係

る
株

式
の

払
込

み
の

（
1
1

3
0

第
号

第
５

条
第

４
項

確
認

7
4

）

別
表
産
業
労
働
部
の
部
経
営
支
援
課
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
4
9

中
小

企
業

に
お

け
る

経
営

の
承

継
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
平

支
援

措
置

の
認

定

（

6
0

成
年

法
律

第
号

第
条

第
１

項
2
0

33

）

1
2

日
5
0

6
0

中
小

企
業

に
お

け
る

経
営

の
承

継
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
施

行
特

別
贈

与
認

定
中

小
企

業
者

及
び

特
別

相
続

認
定

規
則

平
成

年
経

済
産

業
省

令
第

号
第

条
第

項
中

小
企

業
者

の
年

次
報

告
の

確
認

（

21
2
2

）

1
2

1
4

日
5
1

中
小

企
業

に
お

け
る

経
営

の
承

継
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
施

行
特

別
贈

与
認

定
中

小
企

業
者

等
に

お
け

る
経

営
承

6
0

規
則

第
条

第
１

項
継

贈
与

者
の

相
続

が
開

始
し

た
場

合
の

確
認

13
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日
5
2

中
小

企
業

に
お

け
る

経
営

の
承

継
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
施

行
指

導
及

び
助

言
に

係
る

確
認

3
0

規
則

第
条

第
１

項
1
6

日
5
3

中
小

企
業

に
お

け
る

経
営

の
承

継
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
施

行
指

導
及

び
助

言
に

係
る

特
定

後
継

者
の

変
更

の
確

3
0

規
則

第
条

第
１

項
認

17

日
5
4

中
小

企
業

に
お

け
る

経
営

の
承

継
の

円
滑

化
に

関
す

る
法

律
施

行
指

導
及

び
助

言
に

係
る

計
画

の
変

更
の

確
認

3
0

規
則

第
条

第
２

項
1
7

別
表
産
業
労
働
部
の
部
労
働
雇
用
政
策
課
の
項

中
「

4
1

」
を
「

37

」
に
改
め
る
。

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

10

別
表
農
林
水
産
部
の
部
組
合
指
導
課
の
項
９
、

及
び

中
「

」
を
削
り
、
同
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

又
は

廃
止

11

13

73

77

72

75

75

７
日

7
6

農
業

災
害

補
償

法
施

行
令

昭
和

年
政

令
第

号
第

２
条

農
業

共
済

組
合

等
の

事
務

費
賦

課
の

承
認

（

2
2

2
9
9

）

の
４

第
１

項

別
表
農
林
水
産
部
の
部
組
合
指
導
課
の
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

71

74

70

73

69

72

68

69

69

日
7
0

3
0

森
林

組
合

法
第

条
の

８
第

条
の

生
産

森
林

組
合

の
組

織
変

更
の

認
可

株
式

会
社

1
0
0

10
0

16

（

，

）

及
び

合
同

会
社

日
日

7
1

森
林

組
合

法
第

条
の

生
産

森
林

組
合

の
組

織
変

更
の

認
可

認
可

地
縁

1
0
0

2
2

（

3
0

1
4

）

団
体

別
表
農
林
水
産
部
の
部
組
合
指
導
課
の
項
中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

67

66

68

59

65

58
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森
林

組
合

法
第

条
の

３
第

１
項

森
林

経
営

規
程

の
承

認
日

5
9

2
6

10

森
林

組
合

法
第

条
の

３
第

３
項

森
林

経
営

規
程

の
変

更
又

は
廃

止
の

承
認

日
6
0

2
6

1
0

別
表
農
林
水
産
部
の
部
耕
地
課
の
項
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
し
、
同
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
日

５
日

土
地

改
良

法
第

条
第

１
項

土
地

改
良

事
業

計
画

の
変

更
土

地
改

良
事

業
の

4
8

8
5

，

廃
止

及
び

新
た

な
土

地
改

良
事

業
施

行
の

認
可

第
５

条
第

７
項

第
６

条
第

４
項

認
定

及
び

変
更

の
認

定
第

７
条

第
４

項
第

２
号

第
７

条

別
表
農
林
水
産
部
の
部
農
村
振
興
課
の
項

中
「

」
の
次
に
「

」
を

「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
、
同
項

中
「

」
を
「

、

17

，

18

」
に
改
め
る
。

第
４

項
第

１
号

別
表
農
林
水
産
部
の
部
治
山
課
の
項
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

第
７

条
第

４
項

第
４

号
第

７
条

第
４

項
第

３
号

別
表
農
林
水
産
部
の
部
水
産
課
の
項

中
「

」
の
次
に
「

」
を
加
え
る
。

第
３

条
第

１
項

第
２

項

20

，

第
条

第
条

第
１

項
特

例
許

可
特

例
許

可
軽

易
又

は
定

例
的

な
も

の
以

外
の

も
の

に
限

る
第

条
の

２
第

別
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項
１
中
「

4
3

」
を
「

4
3

」
に

「

」
を
「

（

」
に
改
め
、
同
項
８
中
「

5
6

、

）。

１
項

第
条

の
２

日
影

規
制

の
例

外
許

可
日

影
に

よ
る

中
高

層
の

建
築

物
の

高
さ

の
制

限
許

可
軽

易
又

は
定

例
的

な
も

の
以

外
の

も
の

に
限

る
第

条
の

３

」
を
「

5
6

」
に

「

」
を
「

（

」
に
改
め
、
同
項

中
「

6
0

、

）。

14

」
の
次
に
「

」
を
加
え

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項
中

を
削
り
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
、

及
び

を
削
り
、

を

と

第
１

項
第

２
項

高
さ

容
積

率
建

築
面

積
及

び
高

さ

、

，
，

70

71

70

72

76

77

78

79

76

変
更

変
更

の
認

定
エ

ネ
ル

ギ
の

使
用

の

し
、

を

と
し
、

を

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
三
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項

中
「

80

77

81

78

82

82

79

83

80

84

86

87

ー

合
理

化
等

に
関

す
る

法
律

昭
和

年
法

律
第

号
第

条
第

１
項

の
登

録
建

築
物

調
査

機
関

以
下

登
録

建
築

物
調

査
機

関
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
の

向
上

に
関

す
る

法
律

平
成

年
法

（

5
4

4
9

）

7
6

（

「

」
を
「

（

27
ー

）

（

（

）

「

」

律
第

号
第

条
第

１
項

に
規

定
す

る
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

判
定

機
関

以
下

こ
の

項
及

び
出

先
機

関
の

部
県

民
局

建
設

部
の

項
に

お
い

て
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

判
定

機
関

5
3

1
5

ー
ー

に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を

、

第
５

条
第

１
項

の
第

５
条

第
１

項
に

規
定

す
る

登
録

建
築

物
調

査
機

関
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

判
定

機
関

87

84

88

ー

88

同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
三
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

登
録

建
築

物
調

査
機

関
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

判
定

機
関

85

89

86

90

92

93

ー

93

90

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
削
り
、

を

と
し
、
同

の

登
録

建
築

物
調

査
機

関
登

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

判
定

機
関

94

ー

94

91

95

92

96

93

97

107

108

94

94

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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日
9
5

都
市

の
低

炭
素

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

平
成

年
低

炭
素

建
築

物
新

築
等

計
画

の
変

更
が

軽
微

な
変

（

2
4

1
4

国
土

交
通

省
令

第
号

第
条

の
２

更
に

該
当

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

書
面

の
交

付
8
6

）

4
6

別
表
土
木
部
の
部
建
築
指
導
課
の
項
中

を

と
し
、

を

と
す
る
。

109

96

110

97

同
法

住
宅

の
品

質
確

保
の

促
進

等
に

関
す

る
法

律
設

計
住

宅
性

能
評

価
書

の
写

し
以

下
こ

の
項

及
び

出
先

機
関

の
部

県
民

局
建

設

別
表
土
木
部
の
部
住
宅
課
の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め

「

（

」
の
次
に
「

（

、

33

）

」
を
加
え
る
。

部
の

項
に

お
い

て

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
地
域
政
策
部
）
の
項
２
中
「

1
0

」
を
「

1
0

」
に
改
め
、
同
項
中

を
削
り
、

を

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

第
１

項
第

２
項

第
条

，

17

18

17

17

日
1
8

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

第
８

条
の

２
の

２
第

１
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

の
定

期
検

査
3
0

項

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
地
域
政
策
部
）
の
項

中
「

4
2

」
の
次
に
「

」
を
加
え

「

」
を
削
り
、
同
項

中
「

5
3

」
の
次
に
「

」

第
条

第
１

項
第

２
項

自
動

車
リ

サ
イ

ク
ル

法
の

第
条

第
１

項
第

２
項

、

51
，

52

，

を
加
え

「

」
を
削
り
、
同
項

中
「
6
0

」
の
次
に
「

」
を
加
え

「

」
を
削
り
、
同
項

中
「

6
7

」
の
次
に
「

」

、

、

自
動

車
リ

サ
イ

ク
ル

法
の

第
条

第
１

項
第

２
項

自
動

車
リ

サ
イ

ク
ル

法
の

第
条

第
１

項
第

２
項

53

，

54

，

を
加
え

「

」
を
削
り
、
同
項

中
「

」
を
削
る
。

、

自
動

車
リ

サ
イ

ク
ル

法
の

自
動

車
リ

サ
イ

ク
ル

法
の

55

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
健
康
福
祉
部
）
の
項
２
中
「

3
5

」
を
「

3
5

1
2

」
に
改
め
、
同
項
６
中
「

4
3

」
を
「

4
5

3
6

」
に
改
め
る
。

第
条

第
７

項
第

条
第

項
第

条
第

１
項

第
条

の
第

２
項

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
農
林
水
産
事
業
部
）
の
項
３
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

を
削
り
、

銃
猟

制
限

区
域

特
定

猟
具

使
用

制
限

区
域

銃
猟

特
定

猟
具

を
使

用
し

た
鳥

獣
の

捕
獲

等

、

24

同
項

中
「

」
を
「

4
4

5
8

）

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
８

条
第

４
項

昭
和

年
法

律
第

号
第

８
条

第
４

項

（

25

25

24

24

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

条
の

２
第

３
項

農
業

振
興

地
域

内
に

お
い

て
農

用
地

等
と

し
て

利
1
3

用
す

べ
き

土
地

の
農

業
上

の
利

用
を

確
保

す
る

た
日

2
5

3
0

め
の

交
換

分
合

計
画

の
認

可

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
農
林
水
産
事
業
部
）
の
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改

第
７

条
第

４
項

第
４

号
第

７
条

第
４

項
第

３
号

第
７

条
第

４
項

第
５

号
第

７
条

第
４

項
第

４
号

30

31

第
７

条
第

４
項

第
７

号
第

７
条

第
４

項
第

６
号

第
７

条
第

４
項

第
９

号
第

７
条

第
４

項
第

８
号

家
畜

商
法

施
行

令
昭

め

同
項

中

を

に
改
め

同
項

中

を

に
改
め

同
項

中

の
次
に

、

「

」

「

」

、

「

」

「

」

、

「

」

「
（

32

33

34

2
8

2
5
2

」
を
加
え
る
。

和
年

政
令

第
号

）

平成２９年９月２６日　岡山県公報　第１１９２６号



別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
十
五
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、

第
７

条
第

４
項

第
６

号
第

７
号

第
７

条
第

４
項

第
５

号
第

６
号

91

106

63

90

62

，
，

同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

62

64

64

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
3
0

ー
ー

第
１

項
非

住
宅

建
築

物
以

外
の

建
築

物
の

申
請

で
登

（

，

録
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

判
定

機
関

又
は

ー

登
録

住
宅

性
能

評
価

機
関

申
請

建
築

物
が

非
居

（

７
日

6
5

住
部

分
を

有
す

る
場

合
に

あ
つ

て
は

登
録

建
築

，

物
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
判

定
機

関
に

限
る

以 。

ー

下
こ

の
項

に
お

い
て

同
じ

が
交

付
す

る
建

築

。）

物
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
向

上
計

画
に

係
る

技
術

ー

的
審

査
適

合
証

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
性

能

（

「

」

）

）

適
合

証
と

い
う

等
の

あ
る

も
の

に
限

る

。
。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
3
0

ー
ー

第
１

項
非

住
宅

建
築

物
の

申
請

で
性

能
適

合
証

等
の

あ
日

6
6

（

1
4

）

る
も

の
に

限
る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
3
0

ー
ー

第
１

項
一

戸
建

て
の

住
宅

の
申

請
で

性
能

適
合

証
等

の
７

日
6
7

（

）
な

い
も

の
に

限
る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
認

定
3
0

ー
ー

第
１

項
共

同
住

宅
等

の
住

戸
の

申
請

で
性

能
適

合
証

等
日

6
8

（

2
0

）

の
な

い
も

の
に

限
る

。
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建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
認

定
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
3
1

ー
ー

第
１

項
変

更
の

認
定

非
住

宅
建

築
物

以
外

の
建

築
物

の
７

日
6
9

（

）

申
請

で
性

能
適

合
証

等
の

あ
る

も
の

に
限

る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
認

定
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
31

ー
ー

第
１

項
変

更
の

認
定

非
住

宅
建

築
物

の
申

請
で

性
能

適
日

7
0

（

1
4

）

合
証

等
の

あ
る

も
の

に
限

る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
認

定
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
3
1

ー
ー

第
１

項
変

更
の

認
定

一
戸

建
て

の
住

宅
の

申
請

で
性

能
７

日
7
1

（

）

適
合

証
等

の
な

い
も

の
に

限
る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
認

定
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

向
上

計
画

の
3
1

ー
ー

第
１

項
変

更
の

認
定

共
同

住
宅

等
の

住
戸

の
申

請
で

性
日

7
2

（

1
4

）

能
適

合
証

等
の

な
い

も
の

に
限

る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
の

認
定

非
住

3
6

（

ー
ー

第
２

項
宅

建
築

物
以

外
の

建
築

物
の

申
請

で
登

録
建

築
，

物
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
判

定
機

関
又

は
登

録
住

ー

宅
性

能
評

価
機

関
が

交
付

す
る

建
築

物
の

エ
ネ

ル
７

日
7
3

ギ
消

費
性

能
に

係
る

技
術

的
審

査
適

合
証

以（

ー
「

」

）

下
こ

の
項

に
お

い
て

基
準

適
合

証
と

い
う

。

）

等
の

あ
る

も
の

に
限

る

。

平成２９年９月２６日　岡山県公報　第１１９２６号



建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
の

認
定

非
住

3
6

（

ー
ー

第
２

項
宅

建
築

物
の

申
請

で
基

準
適

合
証

等
の

あ
る

も
の

日
7
4

14

）

に
限

る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
第

条
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
の

認
定

一
戸

3
6

（

ー
ー

第
２

項
建

て
の

住
宅

の
申

請
で

基
準

適
合

証
等

の
な

い
も

７
日

7
5

）

の
に

限
る

。

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
施

行
規

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
確

保
計

画
の

変
更

ー
ー

則
平

成
年

国
土

交
通

省
令

第
５

号
第

条
が

軽
微

な
変

更
に

該
当

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

日
7
6

（

2
8

）

11
14

書
面

の
交

付

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

消
費

性
能

の
向

上
に

関
す

る
法

律
施

行
規

建
築

物
エ

ネ
ル

ギ
消

費
性

能
向

上
計

画
の

変
更

ー
ー

則
第

条
が

軽
微

な
変

更
に

該
当

し
て

い
る

こ
と

を
証

す
る

日
7
7

29
1
4

書
面

の
交

付

別
表
出
先
機
関
の
部
県
民
局
（
建
設
部
）
の
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
二
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項

中
「

1
7

」
を
「

1
8

9
1

）

1
7

」
に
改
め
、
同

を
同

第
条

第
３

項
平

成
年

法
律

第
号

第
条

第
３

項

（

61

63

55

60

54

54

項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

56

53

55

52

54

51

日
５

日
5
2

4
0

建
築

基
準

法
第

条
第

１
項

敷
地

等
と

道
路

と
の

関
係

に
お

け
る

特
例

許
可

4
3

（

）

軽
易

又
は

定
例

的
な

も
の

に
限

る

。

日
５

日
5
3

4
0

建
築

基
準

法
第

条
の

２
日

影
に

よ
る

中
高

層
の

建
築

物
の

高
さ

の
制

限
許

5
6

（

）

可
軽

易
又

は
定

例
的

な
も

の
に

限
る

。
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別
表
出
先
機
関
の
部
環
境
保
健
セ
ン
タ
ー
の
項
２
中
「

」
を
「

」
に

「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

試
験

検
査

結
果

試
験

検
査

等
の

結
果

許
可

承
認

、

別
表
出
先
機
関
の
部
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
３
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

確
認

規
定

の
認

定
確

認
規

程
の

認
定

及
び

，

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

ま
た
、
同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

三
河
内

弘

心
臓

瀬
戸
内
市
民
病
院

瀬
戸
内
市
邑
久
町
山
田
庄
八
四
五

一

－

田

中

浩

喜

聴
覚
・
平
衡
、
音
声
・
言
語
・
そ
し
ゃ
く

河
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

美
作
市
栄
町
七
五

一

－

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

舘

俊

廣

聴
覚
・
平
衡

高
梁
中
央
病
院

高
梁
市
南
町
五
三

西

田

直

樹

聴
覚
・
平
衡

河
田
耳
鼻
咽
喉
科
医
院

美
作
市
栄
町
七
五

一

－
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
い
ぶ
き

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
川
北
一
〇
八
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

美
作
養
護
老
人
ホ
ー
ム
組
合

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
川
北
一
〇
八
九

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
七
〇
〇
六
一
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
総
社

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
駅
前
二
丁
目
一
〇

一
六
ベ
ル
メ
ゾ
ン
一
〇
一
号
室

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

２

所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
二

九

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
〇
九
四
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
き
の
こ
セ
イ
モ
ン

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
西
方
町
一
四
三
六
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
新
生
寿
会

２

所
在
地

岡
山
県
井
原
市
木
之
子
町
二
三
三
〇
番
地

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
七
〇
〇
四
二
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
小
春

２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
明
見
三
五
七
番
地
の
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

医
療
法
人
美
風
会
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２

所
在
地

岡
山
県
美
作
市
明
見
三
五
七
番
地
の
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
三
十
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
七
〇
〇
五
八
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

介
護
予
防
通
所
介
護
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〔
四
二
二
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
移
動
ネ
ッ
ト
お
か
や
ま

三

代
表
者
の
氏
名

横
山

和
廣

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
哲
西
町
矢
田
三
六
〇
四
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
・
障
が
い
者
な
ど
の
移
動
困
難
者
及
び
そ
の
移
動
を
支
援
す
る
団
体
に
対

し
て
、
移
動
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
市
民
の
生
活
権
の
一
部
で
あ
る
移
動
権
の
確
立
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

変
更
す
る
事
項

役
員
に
関
す
る
事
項
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四
二
三

家
畜
改
良
増
殖
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
か
ら
同
法
第
四
条
第
一
項
本
文
の
種
畜
証
明
書
を
次
の
と
お
り
書
換
交
付
し
た
旨
の
通
報
を

〔
〕

（
）

、

。

受
け
た平

成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

種
畜

証
明

書
番

号
申

請
の

事
由

変
更

後
変

更
前

1
1
3
8
0
8
5
3
7
5
0

種
畜

の
名

前
の

変
更

茂
晴

美
津

松
崎

２
８

１
２

1
1
3
8
0
8
5
3
7
5
0

種
畜

の
飼

養
者

の
住

所
及

び
氏

名
又

は
名

称
の

変
更

岡
山

県
津

山
市

宮
部

下
４

１
５

鳥
取

県
東

伯
郡

琴
浦

町
大

字
出

上
１

４

一
般

社
団

法
人

家
畜

改
良

事
業

団
岡

山
種

雄
牛

セ
ン

タ
ー

独
立

行
政

法
人

家
畜

改
良

セ
ン

タ
ー

鳥
取

牧
場

1
1
3
8
0
8
5
4
0
9
2

種
畜

の
名

前
の

変
更

茂
勝

晴
松

蕗
２

８
２

６

1
1
3
8
0
8
5
4
0
9
2

種
畜

の
飼

養
者

の
住

所
及

び
氏

名
又

は
名

称
の

変
更

岡
山

県
津

山
市

宮
部

下
４

１
５

鳥
取

県
東

伯
郡

琴
浦

町
大

字
出

上
１

４

一
般

社
団

法
人

家
畜

改
良

事
業

団
岡

山
種

雄
牛

セ
ン

タ
ー

独
立

行
政

法
人

家
畜

改
良

セ
ン

タ
ー

鳥
取

牧
場
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〔
四
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
福
井
字
重
安
一
二
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
小
山
三
二
三

二

一
〇
三
号

－

安
川

奨

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
三
五
号
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